
 聖籠町育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  平成３１年３月２５日 

聖籠町教育委員会教育長 近藤 朗   

聖籠町教育委員会規則第２号 

   聖籠町育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則  

聖籠町育英資金貸与条例施行規則（平成６年聖籠町教育委員会規則

第３号）の一部を次のように改正する。  

第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。  

（生計を一にする者の事情により育英資金の貸与がなければ入学及  

び在学が困難と認められる者）  

第８条 条例第２条第３号に規定する生計を一にする者の事情により

育英資金の貸与がなければ入学及び在学が困難と認められる者は、

認定所得金額（所得金額（父母等の前年の所得の種類及び収入金額

の区分に応じ、別表第１に定める額）を父母等それぞれ算定し、合

算した額から、特別控除額（本人が属する世帯に該当する事由に応

じ、別表第２に定める額）を控除した額）を所得基準額（本人が属

する世帯の世帯人員に応じ、別表第３に定める額）で除した値が

１．０以下となる者とする。  

 附則の次に次の３表を加える。  

  



別表第１（第８条関係）  

  

  



別表第２（第８条関係）  

   



別表第３（第８条関係）  

  

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


